
- 1 -

農
林
水
産
省

○
国
土
交
通
省
令
第

号

環

境

省

景
観
法
（
平
成
十
六
年
法
律
第
百
十
号
）
第
七
条
第
七
項
、
第
九
条
第
四
項
及
び
第
六
項
（
こ
れ
ら
の
規
定
を
同
条
第
八
項

に
お
い
て
準
用
す
る
場
合
を
含
む
。
）
並
び
に
第
十
一
条
第
三
項
の
規
定
に
基
づ
き
、
並
び
に
同
法
を
実
施
す
る
た
め
、
景
観

行
政
団
体
及
び
景
観
計
画
に
関
す
る
省
令
を
次
の
よ
う
に
定
め
る
。

平
成
十
六
年

月

日

農
林
水
産
大
臣

島
村

宜
伸

国
土
交
通
大
臣

北
側

一
雄

環
境
大
臣

小
池
百
合
子

景
観
行
政
団
体
及
び
景
観
計
画
に
関
す
る
省
令

（
景
観
行
政
団
体
と
な
る
市
町
村
の
公
示
）

第
一
条

市
町
村
は
、
景
観
法
（
以
下
「
法
」
と
い
う
。
）
第
七
条
第
一
項
た
だ
し
書
の
規
定
に
よ
り
景
観
行
政
団
体
と
な
る

と
き
は
、
そ
の
旨
及
び
景
観
行
政
団
体
と
な
る
日
を
公
示
す
る
も
の
と
す
る
。
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（
景
観
計
画
の
図
書
）

第
二
条

景
観
計
画
は
、
計
画
図
及
び
計
画
書
に
よ
っ
て
表
示
す
る
も
の
と
す
る
。

２

前
項
の
計
画
図
は
、
土
地
に
関
し
権
利
を
有
す
る
者
が
、
自
己
の
権
利
に
係
る
土
地
が
景
観
計
画
区
域
に
含
ま
れ
る
か
ど

う
か
を
容
易
に
判
断
す
る
こ
と
が
で
き
る
よ
う
、
景
観
行
政
団
体
が
定
め
る
方
法
に
よ
り
表
示
す
る
図
面
と
す
る
。

（
景
観
重
要
公
共
施
設
の
管
理
者
と
の
協
議
の
申
出
）

第
三
条

法
第
九
条
第
四
項
（
同
条
第
八
項
に
お
い
て
準
用
す
る
場
合
を
含
む
。
）
の
協
議
の
申
出
は
、
協
議
書
及
び
当
該
協

議
に
係
る
法
第
八
条
第
二
項
第
五
号
ロ
又
は
ハ
に
掲
げ
る
事
項
の
案
を
提
出
し
て
行
う
も
の
と
す
る
。

（
景
観
計
画
の
図
書
の
縦
覧
に
つ
い
て
の
公
告
）

第
四
条

景
観
行
政
団
体
は
、
法
第
九
条
第
六
項
（
同
条
第
八
項
に
お
い
て
準
用
す
る
場
合
を
含
む
。
）
の
規
定
に
よ
り
景
観

計
画
を
定
め
た
旨
（
同
条
第
八
項
に
お
い
て
準
用
す
る
場
合
に
あ
っ
て
は
、
景
観
計
画
を
変
更
し
た
旨
）
の
告
示
を
し
た
と

き
は
、
直
ち
に
、
第
二
条
第
一
項
に
規
定
す
る
図
書
又
は
そ
の
写
し
を
公
衆
の
縦
覧
に
供
す
る
と
と
も
に
、
縦
覧
場
所
を
公

報
そ
の
他
所
定
の
手
段
に
よ
り
公
告
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

（
住
民
等
に
よ
る
提
案
）
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第
五
条

法
第
十
一
条
第
三
項
の
規
定
に
よ
り
計
画
提
案
を
行
お
う
と
す
る
者
は
、
氏
名
及
び
住
所
（
法
人
そ
の
他
の
団
体
に

あ
っ
て
は
、
そ
の
名
称
及
び
主
た
る
事
務
所
の
所
在
地
）
を
記
載
し
た
提
案
書
に
次
に
掲
げ
る
図
書
を
添
え
て
、
こ
れ
ら
を

景
観
行
政
団
体
に
提
出
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

一

景
観
計
画
の
素
案

二

法
第
十
一
条
第
三
項
の
同
意
を
得
た
こ
と
を
証
す
る
書
類

附

則

こ
の
省
令
は
、
法
の
施
行
の
日
（
平
成
十
六
年
十
二
月
十
七
日
）
か
ら
施
行
す
る
。


